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 タンズィマート期のオスマン帝国は、一方でムスリムと非ムスリムを「平等」な国民と

して統合することを掲げ、他方では非ムスリム宗派共同体の長である総主教座に「宗教的

特権」を付与し、その権限を保障していった。このような 2つの側面は、後者を軽視しな

がら、あるいは矛盾したという形容のもとに語られてきた。しかし、近世の多元的共存社

会が近代国家にどのように受け継がれたのかを理解するためには、両側面の関係をとらえ

ることこそ必要であるように思われる。これを受けて本稿では、アルメニア共同体の事例

に焦点をあて、オスマン帝国において平等な国民形成へと統合様式が転換したタンズィマ

ート期に、宗派共同体という枠組みがどのように機能したのかを検討した。そしてこの時

代に、アルメニア共同体の中心にあったイスタンブル総主教座が、アルメニア共同体に生

じた変化に対応するなかで共同体に対する統制を強化したこと、それと並行してオスマン

帝国の制度的枠組みに取り込まれていったことを明らかにした。 

 第 1章では、19 世紀初頭までのオスマン帝国のアルメニア人と、アルメニア教会イスタ

ンブル総主教座を取り巻く歴史的経緯を確認した。そのなかで、19世紀初頭にいたるまで

のあいだに、列強諸国を背後に持つカトリック、プロテスタントの宣教師とアルメニア教

会全体の首長であるエチミアズィン・カトリコス座の介入が強まったこと、イスタンブル
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総主教座はこれらオスマン帝国外からの介入に対抗する必要があったことを指摘した。 

 つづく第 2章では、19世紀前半のアルメニア共同体に生じた変化とイスタンブル総主教

座の対応を検討した。19世紀前半にオスマン帝国のアルメニア人は、新式の学校教育と定

期刊行物の普及といった変化を経験した。これら新たな媒体は、当初カトリックやプロテ

スタントの宣教師が布教に用いることでもたらされた。これに対抗することを迫られたの

が、オスマン政府に対してアルメニア人の動向に責任を持つイスタンブル総主教と、総主

教と結びつくことで共同体に影響力を行使していた俗人有力者たちである。彼ら聖俗の共

同体上層部は、自ら学校教育の普及を後押しし、新聞を発行して、他宗派の活動に対抗し

ていった。 

 こうした対抗策は当初、政府から勅許状を授与された総主教を中心にした、イスタンブ

ル総主教座という一種の権利主体を通じて、従来の宗教的自治の枠内で施されていた。し

かし学校数が増大し、カトリックへの対抗から新たな病院が設立されると、総主教座が抱

える職務の分量は増大し、職務自体の性格も次第に変化していく。その結果総主教は、職

務と金銭的負担を受け持つ俗人に譲歩することで、制度的に彼らを総主教座内に取り込む

ことになった。こうして総主教座内には、委員会や評議会といった合議機関が設置され、

共同体運営のための制度が次第に整備されていった。そのなかで総主教座内では、聖職者

が自らの領分を守るべく、聖職者と俗人の領分を分ける傾向が見られるようになった。こ

うして元来名目的には聖職者の組織だった総主教座に俗人が制度的に内包されることとな

った。それとともにイスタンブル総主教座は、学校教育、出版、そして合議機関を通じた

政治参加といった面で、共同体の統合を支える手段を獲得していった。 

 第 3章では、1860 年前後を対象に、ミッレト憲法という制度的枠組みの形成と、その過

程での総主教座の共同体に対する関与を扱う。共同体運営へのさらなる俗人参加と、オス

マン政府の非ムスリム共同体改革の意図が相まって、1860年前後にイスタンブル総主教座

では、ミッレト憲法という枠組みによって共同体運営機構が制度化されていった。その結

果、総主教座は、従来の教会組織のなかでの地位に加えて、学校や病院の監督・運営主体

としての、そして共同体全体を代表する議会を有する組織としての性格を強めていった。

これと時期を同じくして、オスマン政府が平等原則のもとでの国民統合を掲げる一方で、

その原則から除外された領域は、「宗教的特権」の名のもとで、総主教座に委ねられた。こ

のように内実と名目にずれが生じるなかで、アルメニア共同体上層部は、総主教座を通じ

て、「宗教的特権」という名目のもとに、独自の活動を展開していくことになる。 
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 総主教座が新たな性格を獲得していった結果、一方では新たな財源が必要とされ、他方

ではアルメニア人社会における総主教座に対する関心と批判が高まっていた。これを受け

て総主教座の共同体上層部は、共同体税の導入と定期刊行物の統制へと動き出していった。

これは、総主教座とイスタンブルのアルメニア共同体との関係強化をもたらした。加えて

共同体上層部は、地方のアルメニア共同体に対しても関与を強めていった。その過程では、

彼らが関与する対象が、従来の教会組織内においてイスタンブル総主教座が管轄していた

範囲から、オスマン帝国全土へと拡大していった。 

 第 4章では、1863年にオスマン政府がミッレト憲法を承認して以降のイスタンブル総主

教座の活動を扱う。ミッレト憲法制定過程を通じてアルメニア共同体の主導権を握ったの

は、オスマン政府高官と結びついた官僚や医師だった。彼らは、ミッレト憲法承認以降、

その背後にオスマン政府を持つことで、アルメニア教会の他の首長たち、すなわちエルサ

レム総主教座やスィス・カトリコス座への関与を強めることができた。その一方で、定期

刊行物の統制を目的とした出版法の制定に失敗し、ミッレト憲法停止処分を受けるなかで、

総主教座内では、オスマン政府高官とのつながりを通じて定期刊行物を統制し、また政府

に共同体税の徴収を委託しようとする声も高まっていった。こうして 1860年代後半に総主

教座の共同体上層部は、オスマン政府への依存度を増し、政府の統制下に置かれることと

なった。このような展開を受けて、この時代には共同体税徴収方法との関連で、総主教座

が強制力を持たないことも議論されている。 

 最後に第 5章では、1870年代の総主教座の動向を、東部アナトリア改革論議を中心に検

討する。地方共同体への関与が進むなかで、1870年代には総主教座内の共同体議会で、東

部アナトリアのアルメニア人をめぐる改革が議論されるという新たな展開が生じた。この

ような議論は、オスマン政府に対する改革の要求へ、そしてアルメニア人の兵役参加によ

る、ムスリムとアルメニア人の平等実現の要求へと発展していった。ただし、共同体議会

の議員たちは、東部アナトリアの改革を論じ、それをオスマン政府に要求する上で、オス

マン政府の政策の枠組みに沿う必要があった。つまり、アルメニア人の状況改善を要求す

るという個別の利益の追求であっても、オスマン国家の枠組みと独立して語られたわけで

はなかった。タンズィマート期のオスマン帝国において、一見相容れないようにも思われ

る「平等」と「特権」が併存するなかで、「特権」の担い手である総主教座の内部では、市

民としての権利と義務の「平等」が積極的に取り上げられたのである。このように、後の

「アルメニア問題」につながる改革論議をめぐっても、アルメニア教会イスタンブル総主
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教座の活動は、平等な国民という理念を掲げるタンズィマート期オスマン帝国の枠組みの

なかで展開されていたと言えるだろう。 

 要するに、タンズィマート期において、総主教座の共同体上層部は、19 世紀前半からの

社会変化に対応することで、共同体に対する統制を強化するとともに、地方へも影響力を

拡大していた。その過程でイスタンブル座の性格としては、教会組織のなかでの総主教座

という側面に加え、共同体を代表する議会を持つ共同体運営機構としての側面が強まって

いった。その結果、タンズィマート期において、イスタンブル総主教座は、オスマン帝国

全土に広がるアルメニア共同体の中心として凝集力を高めつつあったと言えるだろう。そ

の一方で、総主教座の共同体に対する権限は、オスマン政府の承認に依存していた。さら

にオスマン政府は、共同体を主導するその上層部を、内部に取り込んでいた。このような

構造と回路を通じて、オスマン政府は、ある程度は総主教座を統制することができた。 

 タンズィマート期にオスマン政府は、直接関与することが反発を呼びうる各共同体の個

別の領域を「宗教的特権」の名のもとに総主教座に委ね、それ以外の法制度の領域で「政

治的権利」の付与を通じて平等な国民としての統合を打ち出していった。アルメニア共同

体の事例から見た場合、この 2つの側面は、総主教座が政府の権威に依拠しながら共同体

の中核として凝集力を高めていく、そしてオスマン政府が総主教座を統制下に置きながら

共同体の個別の領域の監督を総主教座に委ねるという、歴史的展開において形成された相

互依存の関係性のなかでこそ、機能していたと言えるだろう。こうして、従来、その存在

を容認されてきた多様な宗派共同体は、近代国家形成過程のなかで、総主教座を媒介した

オスマン政府の統制下において、新たな多宗教の編成に組み込まれていったのである。 


